
2．人馬配置基準

運営管理責任者で、従業者及び業務の一元的管理、従業者の指揮命令を行う。 
■常勤1人配置【管理上支障が凱1場合、他事業所・施設の職務との兼務可】 

∴‡ 婆ヨし； �糀 � ��　　　　　　　　ヽギ 個別支援計画の作成、日中活動の場との連絡調整などを行う。 

誇 � � � �十 ��こ利用者30人蝕に1人配置。 

＝ �運・ ￥盟 � 

＝個別壷援計画に基づき、食事や掃除等の家事支援や、日常生活の相談支援を行 
誕 破 � � 

逓 減＿ � �毒鼓毒・一枚輩 � � � つ。 

利用者数を6で除した数以上を配置。 十　十 � � � �草丈も 

【介護サービス包括型】 ヽ‾　‾′l＝ヨlJJp　＿．′■一一、 �【外部サービス利用型】 

親日】・W、く照盟… ��� � 繋X・撃 、ゞ1㌢ �� � �当該事業所の従業員が、介護を打つ。 �外部の居宅介牽事業所等に介牽支援 

降がい支援区分3の利用者数を9で除した数‾ �を委託 

陣がい支援区分今の利用者数考6で除した数 �介謹サービスの手配（アレンジメント） 

■陣がい支援区分Sの利用者数を4で除した数 陣がい支援区分6の利用者数を2．5で除した数 、の合計数以上 �が必要　‾ 

滞常襲 � � 
∴ � � 

3．設備基準
‾浅＊ � �き入所施由や病院の敷地内では駅、住宅地又は住宅地と同程度に地域住民と交 冒 

兢 � � � � �≦よ＿流できる場所であること。 

は ��遵 � �室1人一室の居室を確保し、居室面鱒ま収納スペースを除き7．43而以上とするこ 喜‾と。 

欠 ��� � �台所、トイレ、浴室など日常生活を送る上で必要な設備のほか、相互交流スペース 　と！≠l 

溝 � ��き－。＝＝－＿嘩 　′‾′ぢ 澗‾‾ � �（食茎一．ダイニング等で可）を確保すること。共同生活住居の配置、構造及び設備 は一例えば車いすの利用者机、る場合は必要な廊下幡一確保や段差～‾′‾」 

十 � �� �∵ �、　、　　　　　　　　　ロ　肌　よ　　　の　　　　　の解′肖をイ丁 

W 十 �� � �萎うなと、利用者の陣がい特性に応じて工夫されたものであること。 

※サテライト型住居の入居定見は本体住居の入居定員には含まない

（事業所の利用定員には含む）
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